
可燃ごみ収集運搬業務委託仕様書 
 
 
１ 目的 

この仕様書は、いちき串木野市が委託する可燃ごみ収集運搬業務について定めるものとする。 
 

２ 業務内容 

   委託する業務内容は、市民が収集場所に排出する可燃ごみを、指定された日及び場所において

収集し、串木野環境センターに運搬するものとする。 

 

３ 入札書の記載金額 

  本仕様書は、１年間の委託内容を記載しているが、入札書は月額（見積もった金額の１１０分 

の１００に相当する金額）で記入すること。 

 

４ 契約期間および委託金額 

  契約期間は、契約日から令和１１年３月３１日までとする。 

  （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

  なお、契約日から令和８年３月３１日までは、準備期間とし委託料は発生しない。 

   

５ 契約の変更等 

  契約期間中であっても予算の変更又は削除があった場合、双方協議のうえ、契約を変更又は解

除することができる。 

 

６ 業務の概要 

（１） 収集区域 

収集区域は、市内全域とする。 

（２） 収集日    

収集日は、月曜日から土曜日（国民の祝日、振替休日を含む）までの収集日程（ごみ収 

     集カレンダー）のとおりとする。 

（３） 収集場所   

収集場所は、市が指定する可燃ごみ収集場所（６３１箇所 令和７年１１月末現在）とす 

る。なお、収集場所の変更（新設、廃止又は移設）が生じた場合は、市の指示に従うもの 

とする。 

（４） 収集時間 

収集時間は、午前８時３０分から開始して、午後４時までに串木野環境センターへの搬 

     入を終了すること。ただし、道路交通事情又は、ごみ排出量が多量等の特別な事情がある 

     場合は、市と協議のうえ変更することができる。 
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７ 収集車両及び物件の貸与 

     市が受託者に貸与する車両等は無償とし、使用にあたっては善良な管理のもとに使用する 

こと。受託者の故意又は事故等により損傷したときは受託者の負担とし原状に回復させるも 

のとする。また、業務委託期間が満了したときは、環境センター立会いのうえ検査を受け返 

還しなければならない。 

なお、受託者は、貸与する収集車両の任意保険に加入しなければならない。賠償責任額は次 

のとおりとする。 

① 対人  無制限 

② 対物  ５００万円以上 

③ 搭乗者 １，０００万円以上 

 

市が貸与する車両及び物件は次のとおりとする。 

  （１）収集車両 

① 市が貸与する収集車両は、塵芥収集車両 3 台とする。ただし、一部地域の収集は、塵芥

収集車両が進入できないため、受託者が準備する小型トラック等で収集運搬すること。 

② 貸与車両は、市が指示する業務以外での目的に使用してはならない。 

  （２）作業員休憩室 

    ① 作業員休憩室は、旧清掃センター管理棟内とする。 

② 当該施設については、本業務以外での目的に使用してはならない。 

    

 ８ 経費の負担 

（１） 市が負担する費用 

本業務に要する費用のうち、洗車場及び休憩室にかかる電気代、水道代については市が 

負担する。 

（２） 受託者が負担する費用 

本業務に要する費用のうち、市が負担する費用以外のすべての費用を受託者の負担とす 

る。 

 

９ 業務従事者 

受託者は、本業務を適正に履行するために、収集車 1台あたり２人以上（運転手１人、作業員 

１人以上）の業務従事者を配置しなければならない。ただし、曜日及び時期によりごみの排出量 

が増加する場合は、指定された搬入時間までに業務が完了するよう収集車両台数及び人員を計画 

し、配置すること。 

  （１）受託者は、業務従事者の中から総括責任者を選任し、市に届けなければならない。 

総括責任者は、業務内容を十分に熟知し、現場の最高責任者として業務従事者の指揮監督を 

行うこと。また、総括責任者が不在のときは、事前に代替責任者を選任しておくこと。 

  （２）運転手は、業務の習熟と安定を確保するため、基本的に固定することとし、頻繁に替わら

ないこと。また、資格については、運転免許区分の中型免許以上を取得している者であるこ

と。 

（３） 業務従事者は、業務内容を把握し、適正な業務の遂行能力を有する者であること。 
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（４） 業務従事者は、受託者が用意する作業服、帽子、作業靴、ゴム手袋等を着用し、常に清潔 

に保つこと。その他必要に応じて、雨合羽等を正しく着用すること。 

 

１０ 研修 

    受託者は、本業務従事者に対して以下の教育及び指導等を行い、業務開始日から適正に業務 

を履行できる体制を整備すること。なお、その費用は受託者の負担とする。 

（１） 業務内容（収集ルート、収集場所、搬入方法、分別排出方法）に関すること。 

（２） 安全運転、塵芥収集車両取扱い方法に関すること。 

（３） 市民対応マナーに関すること。 

 

１１ 収集車両の運行 

（１） 収集車両の運行は、道路交通法及びその他の関係法令を遵守し、事故防止に努めること。 

また、自動車車検証に記載している最大積載量を超えて収集運搬しないよう十分に注意す 

ること。 

（２） 総括責任者は、各車両の運行前点検を実施し、運転従事者の運転免許証の確認、呼気ア 

ルコール検査（運行前後）を実施しなければならない。また、その結果を「運行記録簿」

に記録しなければならない。 

（３） 総括責任者は、業務実施日ごとに、各収集車両の運行及び処理状況を「収集作業日報」 

に記録しなければならない。 

  

１２ 受託者の責務 

（１） 受託者は、業務従事者に対し、関係法令、契約書及びその他業務に必要な事項を熟知さ 

せるとともに、市の公共事業の受託業者であることを十分に認識させ、市民に対して親切 

丁寧に応接するよう教育指導すること。 

（２） 受託者は、業務従事者の健康状態を定期的に確認すること。本業務の遂行に支障がある 

と判断される場合は、代替の業務従事者を配置すること。 

（３） 受託者は、地震や風水害等の災害緊急時に業務内容の変更があった場合は、市の指示に 

従って業務を行わなければならない。 

    

１３ 報告 

（１） 受託者は、毎月の本業務の処理について「可燃ごみ収集運搬業務委託月例報告書」を作 

成し、翌月の５日までに収集作業日報及び運行前点検記録簿とともに提出しなければなら 

ない。 

（２） 受託者は、交通事故又は労働災害等の事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず 

市及び警察に連絡し、自ら適切な処置を取るとともに、相手がある場合は誠意をもって対 

応し、受託者の責任で解決すること。また、市に「事故発生報告書」を書面にて、直ちに 

報告しなければならない。 

（３） 受託者は、市民から本業務に関する苦情等を受けたときは、直ちに事実確認を行い、市 

に報告しなければならない。 
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１４ 提出書類 

    受託者は、契約締結後、下記の書類を提出するものとし、変更が生じたときも同様とする。 

   （１）組織表（現場管理及び安全管理等） 

   （２）業務従事者名簿（運転免許証の写し） 

   （３）総括責任者選任届 

   （４）収集作業計画書（配置計画書） 

 

１５ 再委託の禁止 

    受託者は、本業務を他に再委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

１６ 契約の解除 

    受託者が、次のいずれかに該当するときは、市は契約を解除することができる。 

（１） 仕様書及び契約書に定める内容の不履行があったとき。 

（２） 市が業務の是正又は改善を指示したにもかかわらず、これに従わないとき。 

 

１７ その他 

（１） 受託者は、契約期間中に収集箇所数の増減が生じても、この契約金額の範囲内として履 

行すること。 

（２） 受託者は、契約期間の終了に際しては、次の受託者に対し、市の指示に基づき速やかに 

業務の引継ぎを行わなければならない。 

（３） 本仕様書に明記されていない作業手順等については、収集運搬業務作業指示書に従って 

業務の遂行に努めること。 
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収集運搬業務作業指示書 

 

本作業指示書は、可燃ごみ収集運搬業務委託仕様書に示されていない作業手順及び遵守

事項等を定めるものである。 

 

１ 収集ルート 

収集ルートは、市が指示する収集ルート及び時間帯で収集運搬すること。また、収

集場所の変更により収集ルートに変更が生じる場合は、市と協議しその指示に従うこ

と。 

 

２ 搬入 

（1）収集ごみ搬入時は、車両ごとに発給する環境センタートラックスケール計量カード

を使用して、搬入毎に計量を行うこと。 

（2）プラットホーム内の進入は、一般搬入車両を優先させること。 

（3）プラットホーム内の通行及びダンピング作業等は、センター係員の指示に従うこと。 

（4）環境センター構内の通行は、外周道路を使用すること。 

 

３ 収集車両 

（1）貸与車両では適正に業務を遂行できないと市が認める場合は、市が管理する予備車

両を代替車両として貸与する。ただし、市が予備車両を所有する期間は定めていな

いため、受託者は適正な車両台数を確保できるよう準備しておくこと。 

（2）本業務を遂行するすべての車両には、いちき串木野市の委託車両である旨及び業者

名を車体に表示すること。 

 

４ 洗車場所及び車両保管場所 

（1）洗車場は、分別作業場としても使用していることから、分別作業中は洗車を行わな

いこと。 

（2）洗車機の使用にあたっては、適切な維持管理に努めること。故意又は事故等により

損傷したときは原状に回復させること。 

（3）収集車両の保管は、環境センター構内に設置された専用車庫に保管すること。 

 

５ 収集運搬作業 

（1）地域ボランティア活動等で発生するごみの収集運搬については、市と協議しその指

示に従うこと。 

（2）車両運行時は、安全確認を十分に行い、停車に際しては車止め等を使用する等の必 

要な措置を講ずること。また、車両をバックさせる際は、作業員が必ず下車し、目

視による後方の安全確認をしながら車両を誘導すること。 
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（3）市の排出ルールに違反したごみについては、市が作成する違反シールを貼り付けて

その違反内容を「違反ごみ報告書」に記録し、施設管理者に報告すること。 

また、違反シールを貼り付けたごみが、翌収集日に放置されている場合は回収し適

正に処理すること。 

（4）ごみの未収集及び収集後の後出し等（収集後の排出等、事実関係が確認できない場

合も含む）により市から収集等の指示があった場合は、直ちに対応すること。 

（5）収集車両には、ほうき等の清掃用具を積載し、ごみ収集場所及び周辺の清潔保持に

努め、ステーションに設置されるネット等は、散乱しないよう整頓すること。 

また、運搬中に発見した投棄ごみ等についても積載可能な範囲で対応すること。 

（6）祝日等の環境センターへの出入りは、門扉リモコンを貸与する。ただし、貸与する

リモコンを紛失破損した場合は、現物弁償すること。 

 

６ 作業員休憩室 

（1）施設（旧清掃センター）及び既に設置されている備品等は無償貸与するが、受託者

の故意又は事故等により損傷したときは原状に回復させること。 

なお、旧清掃センター施設は、市が定める廃止計画施設であることから、経年劣に

よる建築物及び備品の補修等は行わない。 

ただし、受諾者の負担により補修等を行う場合は、市と協議し実施すること。 

 （2）作業員休憩室及び車両保管場所は、清潔保持に努めること。 

 

７ 遵守事項 

（1）受託者及び総括責任者は、市からの指示等に備え、常に連絡が取れる体制をとって

おくこと。 

（2）受託者は、環境センターに係る行事等について協力の要請依頼があった場合は、そ

の指示に従うこと。 

 （3）施設周辺のうち市が支持する範囲において環境保全作業（草払い、ごみ拾い等）を

定期的かつ市が指示する期日までに実施すること。 

 （4）業務委託仕様書及び収集運搬作業指示書に明記されていない事項について疑義が生

じた際は、市と協議しその指示に従うこと。 
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【収集日】

【休業日】

【計画（週）】
  曜日

単位
月 火 水 木 金 土

車両台数 台 3 3 1 3 3 1

ST数
（R7.11月現在）

箇所 306 206 105 323 207 101

収集量 トン 18 18 7 12 14 6

走行距離 Km 260 290 140 260 290 140

【収集コース】

火・金コース
浜ヶ城・日出町・荒川地区・羽島地区・土川地区・野平地区・
照島地区・湊地区・湊町地区
※金曜日：衛生センター付近STあり

水・土コース
冠岳地区・生福地区・上名地区・旭地区・川上地区
※土曜日：川上地区の一部STあり

可燃ごみ 収集運搬計画

・ごみ収集カレンダーによる収集日
 ※祝日：収集あり

・日曜日及び年末年始（12月31日から1月2日）

※収集量は時期により大きく異なります

月・木コース
大原地区・中央地区・本浦地区・川南地区・川北地区
※木曜日：墓地ST（木原、野元）あり




